
２０２５年度第１回明石市文化財保護審議会次第 

                 

日時：2025年（令和 7年）9月 4日（木） 10時 00分～12時 00分 

場所：明石市立文化博物館 2階大会議室 

 

１．開会 

（１）委嘱状交付 

 

（２）会長、副会長の選出 

 

２．議事 

（１）市指定文化財の指定解除について（答申案の検討） 

   ・中崎公会堂 

 

（２）市文化財指定候補について 

   ・龍虎図 

   ・松鶴図 

 

（３）明石市文化財保存活用地域計画の改定について 

 

３．報告 

（１）旧安藤家住宅について 

 

（２）ふね遺産の認定について 

 

 

４．閉会 
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中崎公会堂の指定解除について 

 

所 在 地 明石市相生町 1丁目 119 番 19 

所 有 者 明石市 

解除部分 建築面積 499.3㎡のうち 52㎡（兵庫県指定重要有形文化財未指定部分） 

理  由  

中崎公会堂は県内に残る近代和風建築の特徴を示す典型例としての価値が評価され、明石市

文化財保護条例（以下、市条例という）第 3条第 1項の規定により令和 5年 3月 27日に明石市

指定有形文化財に指定された。 

その後、令和 7 年 3 月 25 日に兵庫県文化財保護条例により、中崎公会堂の一部分が兵庫県

指定重要有形文化財に指定された。同時に、県の指定部分については、市条例第4条第2項の規

定により市の指定は自動的に解除された。 

県が指定しなかった部分は、市の指定文化財として残っているが、その部分は、昭和 57、58年

の大改修の際に東側のクラブハウスを取り壊して新設した現代の建築物である和室、給湯室、トイ

レのみであることから、市条例第 4 条第 1 項第 2 号の「指定文化財が著しくその価値を失つたと

き」に該当すると考えられるため、指定を解除しようとするものである。 
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「明石郡公会堂（絵葉書）」 

（明治 44年～大正 8年（1911～1919））、明石市立文化博物館所蔵 

      

…当初の建築を残す部分（兵庫県指定重要有形文化財の部分） 

 

…解体されたクラブハウス部分（和室などのある明石市指定有形文化財の部分） 
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              中崎公会堂和室部分外観 

 

中崎公会堂和室部分近景 
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県指定　①車寄　　　3.94ｍ×1.97ｍ＝7.76㎡　　 県指定合計①+②+③+④＝447.3㎡ 市指定　 　　　⑤和室　　　5.31ｍ×8.85ｍ＝46.99㎡　　　　市指定合計⑤+⑥+⑦＝52.0㎡　 指定範囲に戸袋、木階、雨落廻りを含むが、面積には参入しない。

　　　　　 ②玄関棟　9.88ｍ×3.94ｍ＝38.93㎡  　　 　⑥湯沸室　 0.55ｍ×1.97ｍ＝1.08㎡

　　　　　 ③主体部　24.64ｍ×15.75ｍ=388.08㎡  　　 　⑦トイレ　　2ｍ×1.97ｍ＝3.94㎡　　　 

　　　　　 ④階段部　1.275ｍ×9.845ｍ＝12.55㎡

①

②

③

④

⑤

⑥
⑦
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（案） 

2０2５年(令和７年)９月４日 

 

明石市長  丸谷 聡子 様 

 

明石市文化財保護審議会 会長 

  

明石市指定有形文化財の指定解除について（答申） 

 

 ２０２５年８月１８日付け明文ス第８３９号で諮問のありました標記の件について、下記のとおり

答申します。 

 

記 

 

 諮問のあった明石市指定有形文化財については、別記の内容で指定を解除することを妥当

と認めます。 

以上 
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記 

 

名  称 中崎公会堂 

所 在 地 明石市相生町 1丁目 119 番 19 

所 有 者 明石市 

解除部分 建築面積 499.3㎡のうち 52㎡（兵庫県指定重要有形文化財未指定部分） 

理  由  

中崎公会堂は県内に残る近代和風建築の特徴を示す典型例としての価値が評価され、明石

市文化財保護条例（以下、市条例という）第3条第 1項の規定により令和5年3月27日に明

石市指定有形文化財に指定された。 

その後、令和7年3月25日に兵庫県文化財保護条例により、中崎公会堂の一部分が兵庫

県指定重要有形文化財に指定された。同時に、県の指定部分については、市条例第 4 条第 2

項の規定により市の指定は自動的に解除された。 

県が指定しなかった部分は、市の指定文化財として残っているが、その部分は、昭和 57、

58 年の大改修の際に東側のクラブハウスを取り壊して新設した現代の建築物である和室、給

湯室、トイレのみであることから、市条例第 4 条第 1 項第 2 号の「指定文化財が著しくその価

値を失つたとき」に該当すると考えられるため、指定の解除は妥当である。 
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（２）市文化財指定候補について（審議） 

 

名称 龍
りゅう

虎図
こ ず

 双幅
そうふく

 

所在 明石市魚住町中尾１１２ 瑞
ずい

雲
うん

寺
じ

   

 

由来 

 この龍虎図は魚住町中尾の瑞雲寺にある。 

作者の石
いし

田
だ

幽
ゆう

汀
てい

（１７２１～1786）は明
あか

石
し

郡
ぐん

西
にし

岡
おか

村
むら

（現在の明石市魚住町西岡）に

生まれた江戸時代中期の絵師である。京都の石田家に養子として迎えられて家督を

継ぎ、鶴
つる

澤
ざわ

探
たん

鯨
げい

に師事
し じ

して禁裏絵師となった。円山
まるやま

派の祖、円山応挙
おうきょ

の師としても知

られる。 

本図は右幅を龍、左幅に虎を見つめ合うように対置している。右幅には「法眼幽汀

行年六十一歳画之」、左幅には「法眼幽汀行年六十一歳圖之」と落款
らっかん

があり、天明元

年（１７８１）の作とわかる。両図の印章は「守直之印」と読める。宝暦７年（1757）に37

歳で「法橋」、安永 6年（１７７７）に 57歳で「法眼」に叙せられた幽汀の経歴とも符合

する。龍図には吹き墨の技法がみられる。 

幽汀は郷里の明石で没したとされる。生家の 橘
たちばな

氏の菩提寺は真言宗薬
やく

師
し

院
いん

であ

り、瑞雲寺とも近い位置にある。この龍虎図は制作年代を特定できる幽汀晩年の作

品と評価されている。 
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右幅 龍図  
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右幅 龍図  

              

 

左幅 虎図  
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右幅 龍図 落款・印章 

              

左幅 虎図 落款・印章 
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名称 松
しょう

鶴
かく

図
ず

 板絵４枚 

所在 明石市魚住町１６３６ 薬師院
や く し い ん

   

 

由来 

この松鶴図の板絵は魚住町の薬師院にある。4枚 1組の構図で彩色にやや退色が

みられる。落款
らっかん

や印章
いんしょう

は確認できないが、龍
りゅう

虎
こ

図
ず

と同じく、石
いし

田
だ

幽
ゆう

汀
てい

の作と評価され

ている。薬師院は幽汀の生家である 橘
たちばな

氏の菩
ぼ

提
だい

寺
じ

である。 

構図は 1枚に鶴のみ、２枚に鶴と松、1枚に松のみを描く。1羽は頭を右側に向けて

いる。頭
とう

頂
ちょう

部
ぶ

は赤、首は白と黒、体はほぼ白く描かれており、他の 2 羽と別種のよう

に表現されている。２羽は全体に黒く、頭を下げて向かい合うように描かれる。他の 1

枚に松と花が描かれる。 

この板絵のほか、鶴を描いた幽汀の作品には静岡県立美術館蔵の群
ぐん

鶴
かく

図
ず

屏
びょう

風
ぶ

が

ある。この屏風は 5 種の鶴を写実的に描き分けていることが指摘されている。このこ

とから、鶴は幽汀の得意とする画題であったと考えられる。 
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鶴図松鶴図１松鶴図２松図
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鶴図   
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松鶴図１  
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鶴図 ２  

              

松鶴図２  
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左幅 虎図  

              

鶴図 ３  

              

松図  
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【参考文献】 

土居次義「石田幽汀考」『近世日本絵画の研究』（1970 年、美術出版社） 

野口剛「聖護院蔵石田幽汀筆〈須磨之図〉屏風の主題と構図」『京都文化博物館研究紀要 朱雀』

第 10集（京都文化博物館、1998年） 

野口剛「絵師の僧位叙任をめぐる断章―『画工任法橋法眼年月留』の紹介をかねて―」『京都文

化博物館研究紀要 朱雀』第 13集（京都文化博物館、2001 年） 

兵庫県立歴史博物館編『特別展 彩 ～鶴澤派から応挙まで～』（「彩」実行委員会、2010 年） 

兵庫県立歴史博物館編『特別展 兵庫を歩いた近世の画家』（兵庫県立歴史博物館、1983年） 

山下善也「石田幽汀筆《群鶴図屏風》にみられるツルの種類と制作年」『静岡県立美術館紀要』第

20号（静岡県立美術館、2004年） 

冷泉為人『円山応挙論』（思文閣出版、2017 年） 
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（３）明石市文化財保存活用地域計画の改訂について 

 

明石市文化財保存活用地域計画（以下「地域計画」という。）は、明石市において取り組んでいく具体的

な目標や取組の内容を位置付けた、文化財の保存・活用に関する基本的なアクション・プランです。 

地域計画において、文化財の保存・活用に関して明石市が目指す将来的なビジョンや具体的な事業等

の実施計画を定め、これに従って計画的に取組を進めることで、継続的・一貫性のある文化財の保存・活

用が一層推進されます。 

地域経過では、各事業の数値目標として５０項目の評価指標が設定されています。令和７年度時点の進

捗状況の点検と効果検証を踏まえ、以降の事業計画の見直しなど必要な改訂を行う予定です。 

 

（計画期間） 

 令和４（２０２２）年度から令和 12（２０３０）年度の９年間 

 

（これまで経過） 

令和元年 8月 地域計画策定の協議開始 

令和３年１２月 文化庁長官認定 

令和４年３月  明石市文化財保存活用地域計画発行 

（以後、計画に基づく施策の実施） 

令和７年８月  地域計画改定に関する協議 
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旧安藤家住宅は、以前は船町と呼ばれていた明石港西岸部の材木町に所在し「船町
の古民家」として親しまれてきました。この住宅は明石で米穀商や銀行などを営ん
だ平野家の邸宅として大正11年頃（1922）に建てられました。その後、昭和初期に
は製粉業を営んでいた安藤家の所有となりました。安藤家は戦時中に町内会長をつ
とめており、住宅内には戦前から戦後にかけての町内会や安藤家に関する資料も残
されていました。建物は部分的に改修が加えられた部分もありますが、建築当時の
姿を良好にとどめています。明石で数少ない大正期の和風と洋風を折衷した建築物
であることなどが評価され、令和７年７月の文化審議会の答申を受けて主屋、離れ、
土蔵が「国土の歴史的景観に寄与しているもの」として国の登録有形文化財（建造
物）に登録されることになりました。

国の登録有形文化財とは
平成８年度から施行された文化財制度です。50年を経過した歴史的建造物のうち、下記の基準に
基づき、一定の評価を得たものを文化財として登録し、届出制という緩やかな規制を通じて保存
を図り、活用を促す制度です。
１．国土の歴史的景観に寄与しているもの
２．造形の規範となっているもの
３．再現することが容易でないもの

旧
安
藤
家
住
宅

主
屋
・
離
れ
・
土
蔵

所在地 地番：兵庫県明石市材木町４番２３
（登記簿上の所在地で住所とは異なります。住所は明石市材木町６－２１です）

問合せ 一般社団法人 すまい研 (すまいの未来研究機構） 078-974-173720



旧安藤家住宅主屋・離れ・土蔵平面図

土蔵
主屋

離れ

◆玄関

西門

◆袖うだつ

離れには
地袋の上
に欠け丸
窓、鴨居
の上の欄
間が施さ
れ和風の
趣を感じ
させます。

２階をもつ民家
などにおいて、
２階部分に付け
られた袖壁です。
防火や延焼防止
の機能もありま
ました。

北側に面した
には玄関には
駒寄せの柵が

あります。内
部の建具に
は簾戸（す
ど）が使用
されていま
す。

◆玄関

◆銅製扉

土蔵には
銅製扉が
取り付け
られてお
り、四ツ
目菱の釘
隠しも施
されてい
ます。

◆欄間

◆袖うだつ

◆銅製扉

◆欄間

主屋の天井からは棟札が発見されています。棟札とは大工の棟梁が上棟
の際に建築の記録として建物内部に取り付ける板のことです。それには
「奉上棟式」「大正十一年八月五日」「大工棟梁 魚住又市郎」「住宅
平野養治」の墨書きがあります。養治の父平野林蔵は明治25 年（1892）
に明石で米穀商を営んでいました。土蔵の2階の梁には養治の兄である
「平野英𠮷」と「大正拾壹年八月五日上棟」の墨書きがあり、主屋と同
時期に建てられたことがわかります。

■発見された棟札
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（２）ふね遺産の認定について 

 

本年 6 月に明石型生船に関する歴史・造船資料一式が「ふね遺産」に認定されました。「ふね遺産」とは

公益社団法人日本船舶海洋工学会が平成２８年に開始した事業で、学術的・技術的に価値のある船舟類

およびその関連設備を「ふね遺産」（Ship Heritage）として認定し、社会に周知し、文化的遺産として次

世代に伝えるとともに、我が国における今後の船舶海洋技術の幅広い裾野を形成することを目的としてい

ます。現在、明石市立文化博物館の常設展示室で下記の資料を展示しています。 

 

（認定の経過など） 

令和７年５月１９日 ふね遺産審査委員会の開催 

令和７年６月１６日 学会ホームページにて認定公表 

令和７年９月２４日 認定書授与式 

令和７年１０月１４日より文化博物館２階ギャラリーにて認定を記念した新たな展示を予定 

 

（現在の展示資料） 

・第拾壱盛漁丸の船名の銘板 

 明石型生船の第拾壱盛漁丸の船体に取り付けられていた銘板 

・第拾壱盛漁丸の木栓 

 第拾壱盛漁丸の生簀の海水を調整するための木栓 

・住吉丸の模型 

 明石型生船の住吉丸 99 トンの模型 

・船体台帳 

 昭和１３年頃の鮮魚運搬会社の船体台帳 ほか写真パネルなども展示 

 

（展示風景） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
展示風景（模型、写真など） 展示風景（銘板、飾り板など）  
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